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使い分けるべきである。ただし知的財産においてもコンプ
ライアンスは重要であり法律違反には注意が必要である。
　建設会社の技術開発は近年、産学官連携、異業種連携が
増加している。建設業は動くものの技術は不得意で、この
ような場合は重工メーカーとの共同開発が多くなる。全天
候型全自動建設工法開発などは各社、重工メーカーと共
同開発を行った（図35）。大型屋根の野球場、競輪場のリ
ニューアル、サッカーFIFAの日本開催などに向けて動く
屋根の技術開発が各社競合した時期があった。この時期に
建設会社各社の特許分析をしたところ、動くものの開発に
三菱重工が大半に関与していた。建設会社各社の技術は三
菱重工に把握されていたことになる。筆者は当時かなりの
危機感を持った。実際に札幌ドーム（図36）のコンペでは
三菱重工が幾つかの応募チームに参加し、MOTION2002
チームでは設計者として、グループWAKE UPでは施工者
として登場した（最優秀は原広司グループ）。産学官連携、
異業種連携も重要だが、共同開発はできればコア技術は自
ら押さえて置きたいものである。建設業が不得意な技術分
野は他産業の技術を活用するのは致し方ないが、どの企業
と組むかは俯瞰的な目で見る必要がある。
　企業の技術戦略のための重要な特許分析にはいろいろな
方法があり、使用されているマップ（図37）にも多くのも
のがあるが、建設業での活用はさほど活発ではない。既存
のマップ活用よりも建設業（受注産業）に適した分析方法
を工夫すべきである。
　技術戦略には情報が重要である（図38）。特許関連情報
も重要情報であるが、かなり遅い情報である。MOTの研
究論文では企業の特許内容、変化を分析して企業戦略を追
跡、技術開発戦略の分析を行っている。その分析から経営
者、CTOの戦略指針の出し方を導きだしている。企業戦
略、技術戦略策定の参考になるが、これは過去分分析なの
で一般理論としての活用となる。
　特許問題で最もCTOが悩む課題は特許紛争である。A
社では年間25件程度の特許紛争を抱えた時期もあった。最
近ではそれでも15件程度の特許紛争を抱えている。訴えた
り訴えられたりである。建設各社の特許紛争連関図を作成
して見たことがあるが、各社入り乱れて複雑に絡み合って
いるのが実情である。図39のような警告を発する時代にも
なっている。設計本部などは日ごろから特許に敏感になっ
ており、設計の際に事前に知的財産部に相談するようになっ
てきている。他者の特許に触れる場合には設計変更で対応
することとなる。その場合には新しい特許を獲得できるチャ
ンスでもある。場合によってはライセンス供与を受ける必
要も生ずる。同業他社の場合も是々非々でライセンスのや
りとりは行うべきである。しかし、現場の先端では特許に

図36　札幌ドームのコンペ（原広司グループが最優秀作品）

図35　ビル自動施工システムの開発例
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図 33　技術分野別5社公開状況（各社特徴あり）

図 34　分析に見るゼネコン各社の共同開発戦略

（札幌歯科医師　五十嵐ゆか氏撮影）
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図 38　企業戦略への情報の活用（スピードと質）

図 39　「謹告」の事例

図40　米国の特許戦略の強化

気が回らないケースも多い。現場で工事の見積もりを出さ
せる際、費用が合わず他の会社に見積もりをさせるのは常
套手段であるが、他の業者の工法を使った内容で見積もり
させるケースもあり特許騒動になることもある。
　工事が終了した後に訴えられると面倒である。特許に関
する技術を調査し応訴することとなるが、この場合、ライ
センス供与を受けるのも方法である。応訴では最近、最高
裁まで争う例も出ている。応訴の場合は弁理士や弁護士な
どに依頼するのが良い。現場係員の末端にゆきとどく知的
財産教育は今後ますます重要となる。支店や営業所で係員
が集まるチャンスを捉えて知的財産部から出向いて教育・
啓蒙が必要である。
　特許を他社に利用させる、他社の特許を利用するなどの
ライセンス交渉も重要である。知的財産の実務はOJTで教
育できるが交渉術はなかなか育成が難しい。特に海外との
英語による交渉となると、まず英語のできる人でなければ
ならない。簡単なものは社内人材で行うことができるが、
重要なものは外部の専門家に依頼するのが良いと考える。

７　グローバル化時代の知的財産戦略
　筆者は1987年から1991年まで勤務していた会社の方針で
（筆者の提案であったが）、米国ボストンにR＆D独立会
社を経営した。欧米の大学、研究機関、企業との委託・
共同研究、技術導入が目的であった。日本出発に際し経
営トップが筆者に言ったことは「くれぐれも訴えられるこ
とのないように」であった。折しも米国では産業競争力
強化のためにプロパテント政策を始めたところであった
（図40）。実際、ベンチャー企業などに行くと企業・技術
説明の前に秘密保持契約書にサインさせるのが常であった。
1985年、米国産業競争力委員会会長のジョン・ヤング氏が
「国際競争力と新たな現実」を当時のレーガン大統領に提
出した。ヤングレポートの主張は「過去の基本特許の活用
と特許収益の最大化」、「在・将来の最先端技術の優位性
の確保」で、ここから米国のプロパテント政策（特許重視
による産業育成政策）が始まった。
　1980年代後半の筆者の経験でも米国大学と共同研究して
も特許権は大学に属すなどと主張され、MIT、ハーバード
大学、スタンフォード大学などの特許オフィスは外国企業
に対して大変厳しい対応であった。特にオフィスの現場担
当者は紋切型で取り付く島がないと言う感じであった。こ
の結果、米国大学との共同研究・委託研究が困難になった。
　このプロパテント政策は米国企業の国際競争力強化に役
立ったが、あまりに権利者保護が厳しく、産業発展の阻害
にもなって、現在ではかなり常識的な実態になりつつある。
　アジア各国はかつて模倣天国のような情勢であったし、

図 37　特許マップ（背景は数年前の特許保有件数）
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知的財産制度も欧米の制度に準ずる状況であった。1994年
にWTO-TRIPS協定Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights）が成立し、アジア各国で
も知的財産制度の整備が進み始めた。2001年12月に中国が、
2002年1月に台湾がWTO、知的財産制度に加盟し、アジ
ア各国でも知的財産制度は格段に進歩した。しかし、制度
が整備されても模倣で発展してきた風土は簡単には直らな
い。逆にアジア各国に知的財産を申請していないとあっと
言う間に模倣されることになる。既に述べたように知的財
産は申請よりも維持に多額の費用を要する。地域別戦略・
国別戦略のビジネス戦略を明確にして知的財産戦略の構築
が必要である。そのためには現地に強い弁理士事務所、あ
るいは現地の調査・登録会社の選択・提携が重要である。

８　建設業における今後の知的財産戦略
　建設産業は大きな岐路に立っている。国内公供工事は確
実に減少し、海外工事にはリスクが伴う。今後も施設受注
が企業業績の中心であるかは定かではない。欧米建設・エ
ンジニアリング業も業態の拡大・変容を続けている。日本
建設業も事業範囲を拡大する必要があり、その場合には技
術は重要な要素である。アジア各国も日本の建設技術の吸
収に力を入れつつあり技術競争は海外でも激化が予想され
る（図41、図42）。知的財産は知的権利の保護が目的であ
るが、特許は必ず回避される。知的財産取得は回避される
までの時間かせぎである（図43）。
　特許は独占のためにあるが、今後は図22に示したよう
にオープン化し企業ビジネス拡大、産業発展に役立てるの
が大きな方向である。建設業の知的財産制度はようやく一
応のレベルに達した状況である。しかし、産業を取り巻く
状況は大きく変化し続け、ビジネス拡大・グローバル化
に対応できる知的財産戦略の確立、人材育成が肝要である。
企業の中で最も能力のある人材、将来のCTO候補をある
時期、知的財産部に移籍させるなどの戦略も必要と考える。

謝辞：知的財産の基礎知識については、清水建設技術戦略
　　　室知的財産部長高瀬敏則氏にご教授いただいた。
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図41　筆者は 2006年、マレーシア鉄骨協会で日本鉄骨技術の講演を行った

図 42　シンガポールBCA（建設省）の招待により

日本建設技術を講演する筆者（2006）


